
『 

故
郷
（
ふ
る
さ
と
） 

』

　
　
作
詞 ･･ 

高
野
辰
之

　
　
作
曲 ･･ 

岡
野
貞
一

う
さ
ぎ
追
い
し
　
か
の
山

こ
ぶ
な
釣
り
し
　
か
の
川

夢
は
今
も
　
め
ぐ
り
て

忘
れ
が
た
き
　
ふ
る
さ
と

　
人
に
は
誰
し
も
故
郷
が
あ
り
ま
す
。
生
ま
れ

育
っ
た
場
所
に
、
愛
情
や
誇
り
を
持
っ
て
生
活

し
て
い
ま
す
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
人
は
生
ま

れ
る
場
所
を
選
ぶ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
あ
た

り
ま
え
の
話
で
す
。

　
そ
れ
な
の
に
、
私
た
ち
が
暮
ら
す
こ
の
社
会

に
は
、
こ
の
『
あ
た
り
ま
え
』
の
こ
と
を
理
由

に
し
た
差
別
が
あ
り
ま
す
。
生
ま
れ
た
場
所
や

育
っ
た
場
所
、
住
ん
で
い
る
場
所
な
ど
、
い
わ

ゆ
る
住
所
で
人
の
値
う
ち
に
差
を
つ
け
る
『
部

落
差
別
』
で
す
。
部
落
差
別
は
人
生
を
奪
い
ま

す
。
例
え
ば
、
優
れ
た
能
力
が
あ
り
な
が
ら
、

就
き
た
い
職
業
へ
の
道
を
閉
ざ
さ
れ
た
り
、
世

間
体
を
気
に
す
る
周
囲
に
よ
っ
て
、
愛
を
引
き

裂
か
れ
た
り
す
る
な
ど
、
部
落
差
別
に
よ
っ
て

引
き
起
こ
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
侵
害
は
『
同

和
問
題
』
と
呼
ば
れ
、
人
権
の
世
紀
と
期
待
さ

れ
た
21
世
紀
に
お
い
て
も
な
お
、
日
本
に
お
け

る
重
大
に
し
て
、
最
も
深
刻
な
社
会
問
題
で
す
。

同
和
問
題
は「
昔
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
」「
み

ん
な
が
言
っ
て
い
る
か
ら
」
と
い
う
、
周
囲
の

意
見
に
左
右
さ
れ
る
日
本
人
の
悪
し
き
風
習
に

よ
っ
て
引
き
継
が
れ
て
き
た
、
日
本
固
有
の
人

権
問
題
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
同
和
問
題
の
解

決
な
く
し
て
、
日
本
に
お
け
る
人
権
問
題
の
解

決
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。

　
８
月
は
、
同
和
問
題
啓
発
強
調
月
間
で
す
。

こ
の
機
会
に
、
自
分
を
見
つ
め
て
み
ま
せ
ん
か
。

差
別
を
な
く
す
第
一
歩
は
、
自
分
と
向
き
合
う

こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

※写真は歌のイメージです

特 集 

８月は同和問題啓発強調月間です
　　　　　　　〜自分を見つめてみましょう〜

● 問合先　生涯学習課人権・同和教育係（☎㉓３１８６）
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●
日
　
時
　
８
月
31
日
（
月
）

　
　
　
　 

　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
20
分

●
場
　
所
　
武
雄
市
文
化
会
館
大
ホ
ー
ル
（
武
雄
市
）

●
入
場
料
　
無
　
料

●
演
　
題
　『
部
落
差
別
解
消
推
進
法
と
人
権
教
育
・

　
　
　
　
啓
発
の
課
題
』

　
　
　
　
　
〜
同
和
問
題
を
ど
う
語
り
、
伝
え
る
の
か
〜

●
講
　
師
　
石
元
　
清
英 

さ
ん

　
　
　
　
　（
関
西
大
学
名
誉
教
授
）

●
参
加
条
件
　

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
防
止
対
策
の
た
め
事

前
申
込
制
と
な
っ
て
い
ま
す
。
８
月
17
日
（
月
）
ま

で
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

※
マ
ス
ク
の
着
用
が
な
い
人
は
、
入
場
で
き
ま
せ
ん
。

●
申
込
・
問
合
先
　
佐
賀
県
人
権
・
同
和
対
策
課

（
☎
０
９
５
２
㉕
７
０
６
３
）

市
同
和
問
題
講
演
会

　
８
月
に
開
催
を
予
定
し
て
い
た
市
主
催
の
『
同
和
問

題
講
演
会
』
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感

染
拡
大
防
止
の
た
め
中
止
し
ま
す
。

　市では、平成７年に『伊万里市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例』を制定し、同和問題の解決に努めてき

ました。そのような中、平成 28 年に『部落差別の解消の推進に関する法律』が制定されたことを受け、新たな施

策を盛り込み『伊万里市部落差別の解消の推進及び人権擁護に関する条例』に改正（令和２年４月１日施行）し

ました。

　『部落差別の解消の推進に関する法律』が制定された背景には、３つの大きく深刻な理由があります。

　＜１＞インターネットの普及によって部落差別が拡大し悪質化していること

　＜２＞就職や結婚に関する身元調査を目的とした差別事件が後を絶たないこと

　＜３＞解決したわけでもないのに『同和問題は過去の問題』という誤った意識が広がっていること

部落差別をなくすための条例を改正しました

『伊万里市部落差別の解消の推進及び人権擁護に関する条例』の主な内容

　　　　部落差別をはじめとするあらゆる人権問題を１日も早く解消します。

1　差別のない明るい伊万里市を実現します

　　　　市は、あらゆる差別の解消へ向けた効果的な施策を行います。

　　　　充実した人権教育の推進を図り、あらゆる機会を捉えた啓発活動を行います。

　　　　被害者が泣き寝入りすることがないよう、的確に対応できる相談体制の充実に努めます。

　差別は『差別される人』の問題ではなく『差別する人』の問題です。私たち一人一人が正しい理解と認識
を深めることが必要です。

　　　　これまでの取り組みの成果や問題点を検証し、今後の指針とするための実態調査および意識調査を行います。

2　差別の解消は市の責務です

3　差別の解消は私たち一人一人の課題です

４　これまでの取り組みの効果を検証します

５　差別を受けた人への相談体制を充実します

６　効果的な教育・啓発活動を展開します

佐
賀
県
同
和
問
題
講
演
会

同
和
問
題
啓
発
強
調
月
間
の
催
し
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特 集 　８月は同和問題啓発強調月間です

　公然と差別的な言葉を使ったり、明らかに
差別と分かるような身ぶりをしたりする差別
行為は少なくなっていますが、部落差別がな
くなったわけではありません。就職や結婚に
関する身元調査や、インターネットの匿名性
を悪用した差別的な書き込みが行われるなど、
その状況は潜在化、陰湿化しています。差別
を受けて告白できない人も少なくありません。

『いじめ』が表面化しにくいことと似ています。

　近年、本市で差別事件として取り上げられた事
例はありませんが、市が平成 27 年に実施した『人
権問題に関する市民意識調査』の結果の中に、市
民の潜在的な差別観念を垣間見ることができます。
例えば『同和地区の人はどのようなときに差別さ
れていると思いますか？』という問いに対して『結
婚のとき』と回答した人が 74.4％、『就職や職場
でのつきあいのとき』と回答した人が 43.6％と
いずれも高い数字を示しています。このように、
多くの市民が同和地区の人に対する差別のまなざ
しを感じていることがうかがえます。

同和問題Ｑ＆Ａ

　日本では明治以降、農村における集落のことを
『部落』と呼んできましたが、やがて『被差別部落』
の略称としても使われるようになりました。こう
して『部落』は２つの意味を持つようになりまし
たが、いつしか自分が暮らす集落が被差別部落と
みなされることを嫌がる人たちが部落という表現
を避けるようになり、やがて『地区』や『地域』
という別の言葉に言い換えるようになったのでは
ないかと思われます。ですが、どんな言葉に言い
換えたとしても、被差別部落に対する差別意識が
あれば、やがてその言葉も差別を意味する言葉に
なってしまいます。大切なことは差別意識をなく
すことです。『部落』という言葉を集落という意味
で使うことには問題ありません。

　社会にはさまざまな人権問題が存在します。差
別の厳しさや被害を受けた当事者の苦しみを比較
することはできませんが、同和問題が日本固有の
人権問題と言われることを踏まえると、同和問題
は日本人の『差別意識の根っこ』と言うことがで
きます。したがって、同和問題の解決なくして、
日本における人権問題の解決はあり得ません。市
ではこのことを念頭に置き、同和問題に重点を置
いた人権教育を推進しています。

　人が集まって住むことは一般的な話です。
例えば『社宅』には、同じ職業の人たちが住
んでいますが、そのことを理由にした差別は
聞いたことがありません。つまり『集まって
住む』こと自体は、差別される原因ではない
のです。また、同和地区から離れた場所に住
んだとしても、差別をするために、同和地区
出身であることを暴く人がいれば差別はなく
なりません。差別は、差別をする人がいるか
ら起きるのです。

　同和地区の人たちが優遇されているという
考え方は、同和問題の解決を妨げる誤った認
識です。明治以降、生活環境改善のためのさ
まざまな公共事業が全国で取り組まれました
が、同和地区に対しては行われませんでした。
このような状況のなか、放置され続けてきた
同和地区の生活環境を早急に改善するための
国家プロジェクト『同和対策事業』が、昭和
44 年から 33 年間にわたり、国と地方公共
団体によって推進されました。この取り組み
に対して『どうして同和地区ばかり』という

『ねたみ意識』が生まれ、同和地区は優遇され
ているという誤った社会意識が形成されてし
まったのです。

研修講座における市民の皆さんの声を紹介します。

差別は伊万里市でも起きているのですか？
同和地区の人たちは集まって住むか
ら差別されるのではないですか？

差別はまだあるのですか？Ｑ＆Ａ

Ｑ＆Ａ Ｑ＆Ａ

なぜ、同和問題を繰り返し学習するの
ですか？

Ｑ＆Ａ

同和地区の人たちは優遇されてい
るという噂は本当ですか？Ｑ＆Ａ 部落という言葉は使っていいのですか？Ｑ＆Ａ
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い
ま
、
あ
な
た
に
伝
え
た
い
こ
と

　
差
別
と
は
、
差
別
を
す
る
人
が

自
分
に
都
合
の
い
い
こ
と
を
正
当

化
す
る
た
め
に
、
理
由
に
な
ら
な

い
こ
と
を
口
実
に
し
た
、
命
を
も

奪
う
言
い
が
か
り
の
こ
と
で
す
。

差
別
は
、
差
別
を
す
る
人
が
い
る

か
ら
起
こ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
差

別
を
す
る
人
が
、
差
別
す
る
理
由

を
作
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
差
別
は
『
差
別
さ
れ
る
人
』
の

問
題
で
は
な
く
『
差
別
す
る
人
』

の
問
題
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
大

切
な
こ
と
は
『
な
ぜ
差
別
を
さ
れ

た
の
か
』
と
差
別
さ
れ
る
理
由
を

探
す
こ
と
で
は
な
く
、『
な
ぜ
差
別

を
し
た
の
か
』
と
差
別
を
す
る
人

に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
す
。
そ

う
す
る
こ
と
で
、
差
別
を
ひ
と
事

で
は
な
く
『
自
分
も
差
別
を
す
る

側
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な

い
』
と
自
分
事
と
し
て
考
え
る
こ

と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

知
識
を
持
た
な
い
場
合
、
疑
う
こ

と
な
く
、
誤
っ
た
情
報
を
信
じ
る

傾
向
に
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
が
生

活
す
る
社
会
に
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ

ま
な
情
報
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。

誤
っ
た
情
報
に
惑
わ
さ
れ
な
い
た

め
に
、
同
和
問
題
を
正
し
く
知
る

こ
と
が
大
切
で
す
。

　
人
は
幸
せ
に
な
る
た
め
に
生
ま

れ
て
き
ま
す
。
幸
せ
に
な
る
た
め

に
は
、
幸
せ
を
妨
げ
る
も
の
を
な

く
さ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
私

た
ち
が
暮
ら
す
こ
の
社
会
に
は
、

災
害
、
病
気
、
火
事
、
犯
罪
、
交

通
事
故
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
課

題
が
あ
り
ま
す
が
、
差
別
も
そ
の

一
つ
で
あ
り
、
特
別
な
問
題
で
は

な
い
の
で
す
。
差
別
を
な
く
す
こ

と
は
、
自
分
の
幸
せ
を
守
る
こ
と

に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
素
直
な
子
ど
も
の
目
線
で
社
会

を
見
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
が

見
え
て
き
ま
す
。
生
ま
れ
た
場
所

や
住
ん
で
い
る
場
所
な
ど
を
理
由

に
、
人
の
値
う
ち
に
差
を
つ
け
る

部
落
差
別
は
、
最
も
愚
か
な
矛
盾

で
す
。
矛
盾
に
気
付
い
て
自
分
の

　『
見
え
な
い
』
こ
と
と
『
無
い
』

こ
と
は
違
い
ま
す
。
差
別
は
見
よ

う
と
し
な
け
れ
ば
見
え
ま
せ
ん
。

自
分
が
知
ら
な
い
か
ら
差
別
は
な

い
と
考
え
ず
、
差
別
が
ど
こ
に
隠

さ
れ
て
い
る
の
か
を
見
抜
く
力
を

身
に
付
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
学

び
の
場
を
通
し
て
正
し
い
理
解
と

認
識
を
深
め
、
確
か
な
人
権
感
覚

を
育
む
こ
と
が
必
要
で
す
。

　『
そ
っ
と
し
て
お
け
ば
差
別
は

な
く
な
る
』『
知
ら
な
い
人
に
教
え

る
か
ら
差
別
が
な
く
な
ら
な
い
』

そ
う
考
え
る
人
は
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。
い
わ
ゆ
る
『
寝
た
子
を
起

こ
す
な
』
と
い
う
事
な
か
れ
主
義

の
考
え
方
で
す
。
一
見
正
し
く
聞

こ
え
ま
す
が
、
こ
の
考
え
方
が
正

論
で
あ
る
た
め
に
は
、
誤
っ
た
こ

と
を
教
え
る
人
が
い
な
い
こ
と
が

前
提
に
な
り
ま
す
。
人
は
正
し
い

差
別
と
は

自
分
自
身
の
問
題
で
す

差
別
は
見
よ
う
と
し
な
け

れ
ば
見
え
ま
せ
ん

子
ど
も
の
目
線
を
大
切
に

差
別
を
な
く
す
の
は
自
分

の
た
め
で
す

差
別
は
自
然
に
は
な
く
な

り
ま
せ
ん

ま
す
が
、
私
た
ち
が
「
自
分
に
も
で

き
る
こ
と
が
あ
る
」
と
思
え
た
と

き
、
同
和
問
題
は
解
決
へ
向
け
て
、

大
き
く
動
き
出
し
ま
す
。
な
ぜ
な

ら
、
社
会
は
私
た
ち
一
人
一
人
で

で
き
て
い
る
か
ら
で
す
。
あ
な
た

が
変
わ
れ
ば
社
会
も
変
わ
り
ま
す
。

自
分
を
見
つ
め
ま
し
ょ
う
。
差
別

を
な
く
す
第
一
歩
は
、
自
分
と
向

き
合
う
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

言
葉
で
考
え
る
。
そ
の
う
え
で
子

ど
も
に
説
明
で
き
な
い
こ
と
を
見

直
そ
う
と
す
る
姿
勢
が
、
同
和
問

題
の
解
決
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　『
差
別
を
な
く
す
』
と
い
う
と
壮

大
な
イ
メ
ー
ジ
が
先
行
し
、
と
も

す
れ
ば
無
力
感
に
陥
っ
て
し
ま
い

あ
な
た
が
変
わ
れ
ば
社
会

が
変
わ
り
ま
す

おもしろくて、ためになる
『じんけんかわらばん』

　私たちの身近な人権問題を、
インターネット動画配信サイト

『YouTube（ユーチューブ）』で
紹介しています。職員制作のオリ
ジナルで、３分程の短編動画です。
市ホームページから視聴できます
ので、ぜひご覧ください。

７月号
『人権って、なに？』

　ご存じですか？『人権』とい
う言葉に込められた人類の願い。

　よくわからない『違いの、ちが
い』を子どもの目線で見つけます。

８月号
『差別と区別は、どこが違うの？』

　新型コロナウイルスがまき散らす
『３つの感染症』の正体に迫ります。

６月号
『心のウイルスを退治しましょう』

８月 20 日配信予定
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一
緒
に
学
び
ま
し
ょ
う

　
市
で
は
『
市
人
権
・
同
和
教
育
推
進
協
議
会
』
や
『
市
人
権
・
同
和
教

育
地
域
推
進
員
』
な
ど
市
民
の
皆
さ
ん
と
の
協
働
で
、
地
域
に
密
着
し
た

各
種
研
修
講
座
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
身
近
な
研
修
講
座
に
気
軽
に
参
加

し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　《 

指
導
者
育
成
講
座 

》

　
人
権
感
覚
あ
ふ
れ
る
身
近
な
人

の
存
在
は
、
市
民
の
人
権
意
識
の

向
上
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ

と
か
ら
、
地
域
に
お
け
る
等
身
大

の
リ
ー
ダ
ー
を
育
成
し
て
い
ま
す
。

▽
な
る
ほ
ど
！
ザ
・
じ
ん
け
ん
ゼ

ミ
ナ
ー
ル

▽
輝
く
女
性
の
た
め
の
、
ほ
っ
と

た
い
む

　《 

地
区
巡
回
講
座 

》

　
自
治
公
民
館
で
、
市
民
の
皆
さ

ん
と
、
同
和
問
題
を
は
じ
め
さ
ま

ざ
ま
な
人
権
問
題
に
つ
い
て
語
り

合
っ
て
い
ま
す
。

　《 

Ｐ
Ｔ
Ａ
研
修
講
座 

》

　
大
人
社
会
の
潜
在
意
識
は
、
子

ど
も
の
人
間
形
成
に
大
き
な
影
響

を
与
え
ま
す
。
子
ど
も
を
取
り
巻

く
学
校
・
家
庭
・
地
域
に
接
点
を

持
つ
Ｐ
Ｔ
Ａ
世
代
の
皆
さ
ん
を
対

象
に
し
た
研
修
会
を
展
開
し
て
い

ま
す
。

　《 

各
種
団
体
へ
の
出
前
講
座 

》

　
地
域
に
密
着
し
た
教
育
・
啓
発

を
推
進
す
る
た
め
、
老
人
ク
ラ
ブ
、

民
生
委
員
・
児
童
委
員
、
区
長
会

な
ど
、
地
域
と
の
つ
な
が
り
が
深

い
皆
さ
ん
に
出
前
講
座
を
お
届
け

し
て
い
ま
す
。

　《 

職
場
へ
の
出
前
講
座 

》

　
市
民
の
皆
さ
ん
の
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
に
即
し
た
学
習
機
会
を
提
供

す
る
と
と
も
に
、
風
通
し
の
良
い

職
場
環
境
づ
く
り
を
お
手
伝
い
し

て
い
ま
す
。

　《 

小
・
中
学
生
の
人
権
作
品
展 

》

　
12
月
の
人
権
週
間
に
、
小
・
中

学
生
の
書
道
や
ポ
ス
タ
ー
、
標
語

な
ど
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

　《 

人
権
問
題
に
関
す
る
市
民
意

識
調
査 

》

　
現い

在ま

を
知
ら
ず
に
、
未
来
は
語

れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
の
取
り
組

み
の
成
果
を
検
証
し
て
、
今
後
の

指
針
と
な
る
基
礎
資
料
を
収
集
し

ま
す
。

※
11
月
に
実
施
予
定
で
す
。

　同和問題をはじめとするさま
ざまな人権課題の解決を目的に、
昭和 52 年に発足した市民の代
表（区長、自治公民館長、民生
委員・児童委員、小・中学校Ｐ
ＴＡなど）で構成する人権啓発
団体です。

市人権・同和教育
推 進 協 議 会 と は

　教育委員会が委嘱する、地域
における人権・同和教育のリー
ダーです。コミュニティセンター
単位で２人ずつ、26 人の推進員
が活動しています。昭和 54 年
にスタートした伊万里市独自の
制度です。

市人権・同和教育
地 域 推 進 員 と は

私たちが

研修講座に申し込んでみませんか

　サークルや職場へ、講師として『同和教育指導員』を派遣しますので、気軽に申し込んでください。

同和教育指導員です !

◆どこで開催してもいいの？
　市内であれば、ご希望の場所へ講師を派遣します（個人宅は除
きます）。

◆いつでもいいの？
　土・日曜日、祝日も派遣します（12 月 29 日～１月３日は除く）。
　１回当たり 30 分～２時間程度でお願いします。

◆研修の内容は？
　同和問題をはじめ、さまざまな人権問題について話します。
　要望に応じて、啓発映画などの視聴覚教材を使用することもで
きます。

◆研修の費用は？
　講師の交通費や謝礼などは一切不要です。
　ただし、会場使用料などは、依頼者で負担してください。

◆申し込み方法は？
　生涯学習課（☎㉓３１８６）まで問い合わせてください。

　できるだけ希望の日時に講師を派遣します。

特 集 　８月は同和問題啓発強調月間です
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